
　「第２次広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施状況

○基本計画の柱　１　消費生活の安全・安心の確保 1

（１）　危害・危険防止 2

ア　事故の防止・原因究明のための取組 3

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

1
消費者庁への重大
事故等の通知

消費者安全法に基づき、生命・身
体に影響するような重大事故等が
発生した場合、速やかに消費者事
故に関する情報を消費者庁に通知
します。

・重大事故等の通知件数　2件

1
市民局
消費生活セ
ンター

2

ホームページや消
費生活情報紙、掲
示等での消費生活
の緊急情報の提供

商品事故等に関する緊急情報を
ホームページや情報紙等の媒体に
より市民へ情報提供し、被害の発
生や拡大の防止を図ります。

・緊急情報をホームページや情報
紙等を通じて市民へ情報提供し
た。

1
市民局
消費生活セ
ンター

3

商品テスト依頼に
よる製品の性能・
品質・欠陥等に対
する原因究明の支
援

製品の性能・品質・欠陥等に関す
る苦情相談に対して、迅速かつ的
確に、国等の関係機関に商品テス
トを依頼し、原因究明の支援や事
業者への指導などを行います。

・商品テスト依頼実績　4件

1
市民局
消費生活セ
ンター

イ　食品等の安全性の確保

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

4
食品関係施設への
立入検査

食品衛生法の規定に基づき、食品
関係施設に対する許認可、監視指
導等を実施し、食品に起因する健
康被害の発生を防止します。
・食品関係施設に対する立入検査
（監視指導）
・違反食品に対する措置命令
・違反施設の営業禁停止命令等

・食品関係施設に対する立入検査
　24,313件
・違反食品に対する措置命令
　0件
・違反施設の営業禁停止命令等
　5件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

5 食品などの検査

食品衛生法および食品表示法に基
づき、食品関係施設に対する収去
検査を実施し、食品などに起因す
る健康被害の発生を防止します。

・食品などの検査件数
　1,894件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

6
食中毒等健康被害
発生時の迅速・的
確な調査等の実施

食中毒等の健康被害が発生した場
合には、迅速・的確に調査等を行
うとともに、情報を公表すること
により、被害の拡大や再発防止を
図ります。

・食中毒等の公表件数
　7件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

7

食品衛生に関する
講習会及び意見交
換会の実施
【再掲№50(1)】

市民等を対象にした衛生講習会や
意見交換会を開催し、食品衛生に
関する正しい知識の普及に努め、
食品に起因する健康被害の発生を
防止します。

・市民向け衛生講習会及び意見交
換会開催回数　32件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

8

市内で生産した新
鮮、安心な“ひろ
しまそだち”産品
の地産地消の推進
【再掲№50(5)、142】

・市内の農林漁業者が市内で生産
した農林水産物及び加工品に“ひ
ろしまそだち”マークを表示し、
市内産・新鮮・安心な産品の地産
地消を図ります。
・ホームページ等による“ひろし
まそだち”の消費者への情報発信
や、「ひろしま朝市」などの産地
直売等により地産地消の推進を図
ります。

・“ひろしまそだち”市民認知度
（平成３１年度は、新型コロナウ
イルスの影響により調査未実施）
・ひろしまフードフェスティバル
２０１９での”ひろしまそだち”
のPRや、ホームページで”ひろし
まそだち”の情報の発信、「ひろ
しま朝市」の開催により地産地消
の推進を図った。

1
経済観光局
農政課

9
医療関係施設の開
設等の許認可等

医療施設及び医療関係施設に対す
る許可及び届出関係事務並びに施
設に対する監視指導を行います。

・医療関係施設の許可及び届出関
係
　事務処理件数：2,037件
　監視指導件数：302件

1
健康福祉局
医療政策課

10
医療関係施設への
立入検査

適正な医療の提供体制の確保のた
め、医療施設及び医療関係施設に
対して関係法令に基づき指導を行
います。

・医療関係施設への指導
　監視指導件数：302件

1
健康福祉局
医療政策課

[凡例]
１　事業の内容を実施したもの
２　事業の内容を実施しなかったもの
３　事案等の発生がなかったため実施していないもの

1



No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

11
薬事関係施設の開
設等の許認可等

薬局及び医薬品等販売業者に対す
る許可及び届出関係事務並びに施
設に対する監視指導を行います。

・薬事関係施設の許可及び届出関
係事務処理件数：4,299件
　監視指導件数：424件

1
健康福祉局
医療政策課

12
薬事関係施設への
立入検査

医薬品等の安全性の確保のため、
薬局、医薬品・医療機器販売業者
に対して関係法令に基づき指導を
行います。

・薬事関係施設への指導
　監視件数：424件

1
健康福祉局
医療政策課

13 環境衛生指導事業

旅館、公衆浴場、興行場、理容
所、美容所、クリーニング所、コ
インランドリー、温泉利用施設、
化製場、プール等の環境衛生関係
施設を関係法令等に基づき指導す
ることにより、市民生活に密接で
多大な影響をもたらす施設の衛生
を確保し、市民の保健衛生の向上
に取り組みます。

・環境衛生関係施設への指導
　監視指導件数：897件

1
健康福祉局
環境衛生課

14
家庭用品安全対策
事業
【再掲№89（16）】

衣類や洗浄剤などの家庭用品を試
買し、含有される可能性のある有
害物質の検査を行い、その結果に
応じて、製造、販売業者等への指
導を実施します。基準値以上の有
害物質を含有する家庭用品の排除
又は市場への流通を防止すること
で、消費者の健康被害発生の防止
に努めます。

・家庭用品試買及び検査の実施
　試験検査件数：142件

1
健康福祉局
環境衛生課

15
毒物劇物指導事業
【再掲№50（4）、89
（17）】

毒物及び劇物取締法に基づき、施
設への立ち入り調査を行い、保
管、取扱方法など毒物及び劇物の
適切な管理を指導します。市民か
らの毒物劇物に関する苦情につい
て調査し、改善を図ります。

・毒物劇物営業者の指導
　監視指導件数：143件

1
健康福祉局
医療政策課

16

消費生活条例に基
づく事業者への調
査・指導・勧告・
公表等
【再掲№27、37、
43、51】

消費生活条例に基づき、勧告に従
わない場合には、事業者名の制裁
的公表まで行うことを前提とした
事業者指導を行い、被害の発生や
拡大の防止を図ります。

・（食品の安全性の確保に関する
指導等）実績なし
・引き続き、条例に違反する行為
を行っている疑いのある事案が発
生した場合は、事業者指導を行
い、被害の発生や拡大の防止を図
る。

3
市民局
消費生活セ
ンター

ウ　住まいの安全性の確保

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

17
住まいのアドバイ
ザー派遣

住宅のリフォームを検討している
市民に対して、専門知識を有する
建築士を中立的な立場の専門家
（住まいのアドバイザー）として
現地に派遣し、適切な助言を行い
ます。

・住まいのアドバイザー派遣
　派遣件数：7件

1
都市整備局
住宅政策課

18 住宅相談の実施

住宅リフォーム、耐震及びマン
ション管理等に関して、専門的知
識を有する弁護士、建築士によ
り、的確なアドバイスを市民に対
し実施します。（毎月1回）

・住宅相談
　月1回12件の枠内（年144件の
枠内）で、弁護士・建築士による
無料相談を実施。
　実績：89件（弁護士45件、建
築士44件）

1
都市整備局
住宅政策課

19
マンション管理セ
ミナーの開催

マンション管理組合員や、マン
ションの区分所有者などを対象
に、マンション管理に必要な知識
の普及と啓発を図るべく、毎年１
０月、住生活月間記念行事の一環
で、専門家によるセミナーを実施
します。

・マンション管理セミナー
開催場所：市総合福祉センター
開催日時：10月1日(火)
　　　　　13：00～16：25
参加者：62人

1
都市整備局
住宅政策課

20
住宅に関する情報
の提供

公的賃貸住宅募集情報及び住まい
のガイドなど、市民の多様な居住
ニーズに応じるために、住宅に関
する情報を提供します。

・公営賃貸住宅募集案内の配布
　市営住宅：年４回の定期公募に
ついて案内
　県営住宅：広島市内にある県営
住宅の年３回の定期公募について
案内
・住まいのガイドの作成
　3,000部作成

1
都市整備局
住宅政策課
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No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

21
欠陥住宅１１０番
の実施支援

平成11年5月に設立された、弁護
士や建築士を構成員とする「広島
欠陥住宅研究会」が行う欠陥住宅
被害１１０番等の相談事業の会場
を提供するなど、必要な支援を行
います。

・広島欠陥住宅研究会による相談
会の実施に協力（１回 相談件数１
４件）

1
市民局
消費生活セ
ンター

22
耐震シェルター等
設置補助

戸建木造住宅に居住する高齢者や
障害者等を対象に、耐震シェル
ター等の設置費用の一部を補助し
ます。

・耐震シェルター等設置補助事業
　申請なし

3
都市整備局
住宅政策課

23 住宅耐震診断補助

戸建木造住宅及び分譲マンション
で行う耐震診断の経費の一部を補
助します。

・住宅耐震診断補助事業
　戸建て木造住宅：6戸
　分譲マンション：0棟

1
都市整備局
住宅政策課

24
住宅耐震改修設計
補助

耐震性が十分でない戸建木造住宅
で行う耐震改修設計の経費の一部
を補助します。

・住宅耐震改修設計補助事業　3戸

1
都市整備局
住宅政策課

25 住宅耐震改修補助

耐震性が十分でない戸建木造住宅
で行う耐震改修の経費の一部を補
助します。(※H２８年度から再開)

・住宅耐震改修補助事業
　構造評点0.4以上0.7未満　2戸
　構造評点0.4未満　2戸

1
都市整備局
住宅政策課

26
住宅用火災警報器
の普及啓発

広島市火災予防条例により設置が
義務付けられている住宅用火災警
報器について、設置促進や維持管
理に関する広報を実施します。
なお、住宅火災による死者の割合
は高齢者が高いことから、特に高
齢者を対象とした広報を重点的に
行います。

・住宅防火防災キャンペーン（9月
1日～9月21日）の実施
・市政広報番組への出演（8月15
日放送、12月15日放送　カープ
家のひろしま生活）
・上記のほか、広報紙への記事掲
載・ラジオ等への出演
・各種行事やイベントによる広報
・防火講話等による広報
・市ホームページによる情報提供

1
消防局
予防課

27

消費生活条例に基
づく事業者への調
査・指導・勧告・
公表等
【再掲№16、37、
43、51】

消費生活条例に基づき、勧告に従
わない場合には、事業者名の制裁
的公表まで行うことを前提とした
事業者指導を行い、被害の発生や
拡大の防止を図ります。

・（住まいの安全性の確保に関す
る指導等）実績なし
・引き続き、条例に違反する行為
を行っている疑いのある事案が発
生した場合は、事業者指導を行
い、被害の発生や拡大の防止を図
る。

3
市民局
消費生活セ
ンター

（２）　自主的かつ合理的な選択ができる取引環境の確保
ア　表示・規格・計量等の適正化

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

28

食品表示法に基づ
く食品表示の適正
化事業
【再掲№89(13)】

市内の製造・販売業者に対し、食
品表示法に基づく食品の適正な表
示を行わせるよう点検指導を行い
ます。
・食品営業施設に対する食品表示
点検（現場検査）の実施
・消費者からの食品表示に関する
苦情の受付、調査、指導の実施
・食品表示の適正を確保するため
の食品一斉監視の実施

・食品営業施設に対する現場検査
件数　　24,602件
・消費者からの食品表示に関する
苦情の受付、調査、指導の実施
24件
・食品表示適正化推進月間行事の
開催　12月に開催

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

29
健康増進法に基づ
く食品表示の適正
化事業

市内の製造・販売業者に対し、健
康増進法に基づく広告その他の適
正な表示を行わせるよう点検指導
を行います。
・食品営業施設に対する食品表示
点検（現場検査）の実施
・消費者からの表示に関する苦情
の受付、調査、指導の実施
・食品表示の適正を確保するため
の食品一斉監視の実施

・食品営業施設に対する現場検査
件数　　24,602件
・消費者(他自治体および事業者を
含む)からの食品表示に関する苦情
の受付、調査、指導の実施　1件
・食品表示適正化推進月間行事の
開催　12月に開催

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

30
医事指導事業
【再掲№50(2)、
89(14)】

適正な医療の提供体制の確保のた
め、医療施設及び医療関係施設に
対して関係法令に基づき指導を行
います。
・市民からの医療関係施設等に対
する保健衛生上の苦情に伴う調
査・指導

・医療関係施設への指導
　監視指導件数：302件

1
健康福祉局
医療政策課
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No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

31
薬事指導事業
【再掲№50(3)、
89(15)】

医薬品等の安全性の確保のため、
薬局、医薬品・医療機器販売業者
に対して関係法令に基づき指導を
行います。
・薬局及び医薬品等販売業者に対
する許可及び届出関係事務並びに
施設に対する監視指導
・市民からの薬事関係施設等に対
する保健衛生上の苦情に伴う調
査・指導

・薬事関係施設の許可及び届出関
係事務処理件数：4,299件
　監視指導件数：424件

1
健康福祉局
医療政策課

32

電気用品安全法、
消費生活用製品安
全法、ガス事業
法、家庭用品品質
表示法に基づく立
入検査

家庭で使用する製品について、電
気用品安全法や消費生活用製品安
全法、ガス事業法、家庭用品品質
表示法に基づく基準を満たした表
示がされているかを検査するた
め、市内の販売店に立ち入り、違
反があった場合には、制度や法令
遵守の対応について説明を行い、
その後、直ちに主務大臣への報告
を行います。

・電気用品安全法のほか、消費生
活用製品安全法、ガス事業法及び
家庭用品品質表示法に基づく立入
検査を行った。
・電気用品安全法
　検査店舗数　1店舗
　検査点数　   38点
　違反なし
・消費生活用製品安全法
　検査店舗数　1店舗
　検査点数　   10点
　違反なし
・ガス事業法
　検査店舗数　1店舗
　検査点数　   10点
　違反なし
・家庭用品品質表示法
　検査店舗数　1店舗
　検査点数　   44点
　違反なし

1
市民局
消費生活セ
ンター

33

広島市が定めるべ
き表示基準の必要
性等についての検
討

消費者が商品やサービスを選択す
る際の判断基準となる表示等につ
いて、消費生活条例に基づき、事
業者が遵守すべき基準の策定の必
要性について検討します。

・市独自の表示基準を必要とする
事案なし
・今後も市独自の表示基準の策定
が必要な事案が認められた場合に
は検討を行う。

3
市民局
消費生活セ
ンター

34
「はかり」の定期
検査

適正な計量の実施の確保のため、
特定計量器の検査を行います。
・商店や病院などの取引や証明に
使用する計量器の定期検査
・家庭用計量器の検査

・計量器の定期検査
　検査器数　4,743器

1
経済観光局
計量検査所

35

量販店の商品の量
目検査、有効期限
のある計量器の検
査等立入指導取締

適正な計量の実施の確保のため、
スーパーマーケット等の計量関係
事業者へ立ち入り、内容量が表記
してある商品について検査・指導
等を行います。
有効期限のある計量器（ガス・水
道・電気・ガソリン・タクシーな
どのメーター）の検査を行いま
す。

・検査件数　3,889件
・有効期限のある計量器の検査
　検査器数　933器

1
経済観光局
計量検査所

36 計量の普及啓発

○小学生等を対象とした計量イベ
ントを開催します。
○出前講座の開催
テーマを「「計量」の知識」とし
た出前講座を開催します。

・安佐動物園にて、「動物園で計
量記念日」を開催した。
・出前講座については、依頼がな
かったため、実績なし。

1
経済観光局
計量検査所

37

消費生活条例に基
づく事業者への調
査・指導・勧告・
公表等
【再掲№16、27、
43、51】

消費生活条例に基づき、勧告に従
わない場合には、事業者名の制裁
的公表まで行うことを前提とした
事業者指導を行い、被害の発生や
拡大の防止を図ります。

・（表示・規格・計量の適正化に
関する指導等）実績なし
・引き続き、条例に違反する行為
を行っている疑いのある事案が発
生した場合は、事業者指導を行
い、被害の発生や拡大の防止を図
る。

3
市民局
消費生活セ
ンター

イ　生活関連物資の安定供給

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

38 物価の監視・調査

日常生活に関連の深い日用品や食
料品の生活物資について、消費生
活モニターにより、価格動向や受
給状況等の必要な調査を行いま
す。

・消費生活モニター8名により、日
常生活物資11品目の価格について
毎月1回調査を実施した。 1

市民局
消費生活セ
ンター

4



No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

39
特定生活関連物資
の指定及び調査等

生活関連物資の著しい不足や価格
が著しく上昇した場合には、それ
らの物資を特定生活関連物資とし
て指定し、必要な調査を行いま
す。
また、事業者が円滑な流通を妨げ
たり、適正な利得を著しく超える
価格で販売していると認められる
場合は、当該事業者に対して、事
業活動を是正するよう指導や勧告
を行います。

・該当事案なし。引き続き必要時
には調査、指導、勧告を行うこと
とする。

3
市民局
消費生活セ
ンター

40

中央卸売市場にお
ける生鮮食料品等
の取引の適正化及
び流通の円滑化

中央卸売市場を開設し、適正かつ
健全な運営を確保することによ
り、生鮮食料品等の取引の適正化
とその流通の円滑化を図ります。

・引き続き、広島市中央卸売市場
業務条例に基づき、業務の許可及
び指導監督並びに施設使用の許可
等を行い、市場の適正かつ健全な
運営を確保した。

1
経済観光局
中央卸売市
場

41 物価情報の提供

消費者が毎月の物価の推移をわか
りやすく把握できるよう、広島市
で実施した生活関連物資の価格調
査結果や、総務省統計局が実施・
調査する広島市の費目別消費者物
価指数について、ホームページで
情報提供します。

・物価の調査結果及び広島市の費
目別消費者物価指数について市
ホームページにより情報提供を
行った。 1

市民局
消費生活セ
ンター

42
中央卸売市場にお
ける生鮮食料品等
の市況情報の提供

中央卸売市場での取引価格等の市
況情報について、ホームページに
掲載します。

・引き続き、中央卸売市場での取
引価格等の市況情報について、
ホームページに掲載した。

1
経済観光局
中央卸売市
場

43

消費生活条例に基
づく事業者への調
査・指導・勧告・
公表等
【再掲№16、27、
37、51】

消費生活条例に基づき、勧告に従
わない場合には、事業者名の制裁
的公表まで行うことを前提とした
事業者指導を行い、被害の発生や
拡大の防止を図ります。

・（生活関連物資の安定供給に関
する指導等）実績なし
・引き続き、条例に違反する行為
を行っている疑いのある事案が発
生した場合は、事業者指導を行
い、被害の発生や拡大の防止を図
る。

3
市民局
消費生活セ
ンター

（３）　事業者への働きかけ
ア　国・県と連携した事業者指導等

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

44

他都市における不
当取引防止のため
の取組情報の収集
及び分析

消費生活条例に定める不当な取引
行為の禁止に係る運用について、
他都市の取組について調査・研究
していきます。

・引き続き、研究を行う。

1
市民局
消費生活セ
ンター

45
中国地方悪質事業
者対策会議への参
加

中国地方悪質事業者対策会議へ参
加し、要注視事業者に関する情報
交換及びその対応策について意見
交換を行います。

・会議に参加し、情報交換及び意
見交換を行った。

1
市民局
消費生活セ
ンター

46
国・県の関係機関
との情報交換会へ
の参加

国・県の関係機関との会議に出席
し、情報交換を行います。

・会議に出席し、情報交換を行っ
た。 1

市民局
消費生活セ
ンター

47
中国ブロック消費
生活センター所長
会議への参加

消費者行政の効率的な運営のた
め、中国ブロック消費生活相談機
関間の情報交換及び消費者の意
見、要望、相談等に関し、相互の
円滑な連絡、協調を図ります。

・会議に出席できなかったが、書
面により、議題等について情報交
換を行い、協調を図った。 1

市民局
消費生活セ
ンター

48

事業者からの事情
聴取、消費者を交
えた三者面談の実
施

不当な取引行為が懸念されるよう
な相談が複数あった場合には、事
業者に状況聴取や改善要求を行っ
たり、相談した消費者とともに事
業者と協議（三者面談）を行うこ
とによって、実態を把握し、不当
とはいえないまでも誤解を与えか
ねない取引行為については、取引
行為の改善について事業者と協議
を行い、事業者の活動の是正を図
ります。

・事情聴取　５８件
　三者面談　 １件

・引き続き不当な取引行為が懸念
されるような相談が複数あった場
合には、事業者に対する状況聴取
や改善要求、三者面談等を行い、
事業者の活動の是正を図る。

1
市民局
消費生活セ
ンター

49
県生活センターと
の情報交換

消費生活相談において、法による
行政処分が必要な可能性がある案
件について、県生活センターと情
報交換を行い、連携して対応しま
す。

・随時情報交換を行った。

1
市民局
消費生活セ
ンター

5



No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

50 事業者向け講習会等の開催及び調査・指導等の実施

(1)

事業者等を対象にした衛生講習会
や意見交換会を開催し、食品衛生
に関する正しい知識の普及に努
め、食品に起因する健康被害の発
生を防止します。
・事業者向け講習会の開催
・事業者の自主衛生管理の促進

・事業者向け衛生講習会及び意見
交換会開催回数　86件

1
健康福祉局
食品保健課
食品指導課

(2)

市民からの医療関係施設等に対す
る保健衛生上の苦情に伴う調査・
指導を行います。

・市民からの苦情に対して、必要
に応じて調査・指導を実施 1

健康福祉局
医療政策課

(3)
市民からの薬局等に対する保健衛
生上の苦情に伴う調査・指導を行
います。

・市民からの苦情に対して、必要
に応じて調査・指導を実施 1

健康福祉局
医療政策課

(4)

毒物及び劇物取締法に基づき、施
設への立ち入り調査を行い、保
管、取扱方法など毒物及び劇物の
適切な管理を指導します。市民か
らの毒物劇物に関する苦情につい
て調査し、改善を図ります。

・毒物劇物営業者の指導
　監視指導件数：143件

1
健康福祉局
医療政策課

(5)

市内の農林漁業者が市内で生産し
た農林水産物及び加工品に“ひろ
しまそだち”マークを表示し、市
内産・新鮮・安心な産品の地産地
消を図ります。
・生産技術指導や農談会などにお
いて、農薬・肥料等の適正使用や
生産履歴記帳の指導を行います。

・“ひろしまそだち”市民認知度
（平成３１年度は、新型コロナウ
イルスの影響により調査未実施）
・引き続き、生産技術指導や農談
会などにおいて、農薬・肥料等の
適正使用や生産履歴記帳の指導を
行い、安心な産品の地産地消を
図った。

1
経済観光局
農政課

51

消費生活条例に基
づく事業者への調
査・指導・勧告・
公表等
【再掲№16、27、
37、43】

消費生活条例に基づき、勧告に従
わない場合には、事業者名の制裁
的公表まで行うことを前提とした
事業者指導を行い、被害の発生や
拡大の防止を図ります。

・実績なし
・引き続き、条例に違反する行為
を行っている疑いのある事案が発
生した場合は、事業者指導を行
い、被害の発生や拡大の防止を図
る。

3
市民局
消費生活セ
ンター

（４）　安全・安心な地域づくり
ア　地域連携による安全・安心な環境づくり

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

52
消費者安全確保地
域協議会の設置

改正「消費者安全法」（平成28年
4月施行）に基づく、高齢者等の消
費生活上特に配慮を要する消費者
の消費者被害の未然防止、早期発
見及び拡大防止を図ることを目的
とした消費者安全確保地域協議会
を設置します。

・平成30年度に、既に設置済み

3
市民局
消費生活セ
ンター

53
消費者安全確保地
域協議会の運営

構成団体それぞれのネットワーク
が主目的としている行政施策や日
頃の見守りの視点に、消費者被害
の未然防止の問題意識を持ってい
ただき、そのために必要な情報や
仕組み、消費生活センターに期待
される役割等について意見交換や
具体的な取組を検討しながら、見
守り体制を構築します。

・令和元年8月30日に、令和元年
度第１回消費生活審議会消費者安
全確保部会を開催した。
・消費生活センター相談員と構成
団体スタッフとの意見交換を実施
し、連携して消費者被害の未然防
止・拡大防止に取り組むことを確
認し合った。

1
市民局
消費生活セ
ンター

54
地域見守り実践マ
ニュアルの作成

消費者安全確保地域協議会等へ意
見を聴きながら、地域見守り実践
マニュアルについて検討し、作成
します。

・令和元年度第１回消費生活審議
会消費者安全確保部会において、
見守り活動者向けの見守りマニュ
アル作成における内容等について
検討を行った。

1

見守り関係団体に、作成
したマニュアルを活用し
てもらい、見守り体制を
さらに強化していく。

市民局
消費生活セ
ンター

55
高齢者への消費生
活相談周知事業
【再掲№91】

高齢者を対象に、消費生活セン
ターを周知するためのチラシを配
布することにより消費生活セン
ターの認知度を向上させ、消費生
活相談につなげます。

・1回発行
・発行部数　20２,000部

1
市民局
消費生活セ
ンター

6



No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

56
食材配達サービス
を利用した情報提
供事業【再掲№92】

生協ひろしまの食材配達サービス
事業を利用している市民を対象
に、一般向けの消費者被害につい
てのチラシを配付します。

・１回発行
・発行部数　80,000部

1
市民局
消費生活セ
ンター

57

消費者安全確保地
域協議会の設置・
運営や見守り主体
となる人材育成、
学校における消費
者教育推進のため
の組織体制の強化
【再掲№117、130】

消費者安全確保地域協議会を設
置・運営し、見守り主体となる人
材を育成するとともに、学校にお
ける消費者教育を推進するため、
消費者行政の体制を強化します。

・消費生活審議会消費者安全確保
部会（消費者安全確保地域協議
会）を設置
・消費者教育コーディネーター
（教員ＯＢ）による学校訪問等を
実施
・消費生活安全専門員（県警Ｏ
Ｂ）の設置による相談体制の強化

1
市民局
消費生活セ
ンター

58
広島市消費者行政
ネットワーク会議
の開催

消費者施策の総合調整、情報の共
有化等を行い、本市における消費
者施策の推進を図ります。

・消費者施策（個別施策）の実施
状況について、照会及び情報の共
有化を図った。

1
市民局
消費生活セ
ンター

59
高齢者等の消費者
被害防止対策講座
【再掲№133】

高齢者・障害者等の消費者被害の
未然防止・拡大防止を図るため、
高齢者・障害者等が地域において
日常生活を営むために必要な支援
を行う者に対する講座を実施しま
す。

・10回（13.5時間分）開催
・受講者数444名

1
市民局
消費生活セ
ンター

60

配食サービスを利
用した高齢者への
情報提供事業
【再掲№97】

食事の調理が困難なおおむね65歳
以上の高齢者のみの世帯（または
これに準ずる世帯）に属する人を
対象に、昼食または夕食を配達す
るとともに、安否を確認している
広島市高齢者配食サービス事業者
に、高齢者の消費者被害について
のチラシ等を提供し、食事と合わ
せて配布してもらうことで、地域
の高齢者に対して注意を促しま
す。

・１２回発行
・発行部数　4,000部／回

1
市民局
消費生活セ
ンター

61
消費生活出前講座
【再掲№131】

市内の学校、高齢者団体、町内会
など各種団体等からの申し込みに
より消費生活専門相談員等を講師
として派遣し、消費者トラブルの
実例を通して、消費生活の基礎的
知識の普及に努め、消費者被害の
発生及び拡大の防止を図ります。

・73回（108.5時間分）開催
・受講者数2,173名

※高齢者サロンワーキング事業の
実績も含む

1
市民局
消費生活セ
ンター

62
消費生活サポー
ター育成のための
講座

高齢者等を消費者被害から守るた
めの見守り活動を担う人材の育成
のため、消費者問題に関する専門
知識や見守り活動のあり方を学ぶ
ための講座を実施します。

・受講者25人（うちサポーターへ
の登録者20人）

1
市民局
消費生活セ
ンター

63

消費生活協力団体
育成のための見守
り講座
【再掲№128】

地域において消費者被害の防止等
の活動に取り組む担い手となる消
費生活協力団体の育成のため、外
部講師による見守り講座を実施し
ます。

・2回（2０団体）実施

1
市民局
消費生活セ
ンター

64
消費生活協力団体
への委嘱

消費生活協力団体育成のための見
守り講座を実施し、消費生活協力
団体として委嘱します。

・講座　2回実施
・委嘱団体数　2０団体 1

市民局
消費生活セ
ンター

65

消費生活協力団体
と消費生活セン
ターの連携
【再掲№129】

消費生活協力団体と連携し、地域
の見守り活動を実施します。

・協力団体に高齢者等の消費者被
害について情報提供
実施頻度　月１回 1

市民局
消費生活セ
ンター

イ　高齢者及び障害者等の権利擁護の推進

No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

66

消費生活相談にお
ける高齢者及び障
害者の権利擁護の
推進のための関係
機関の紹介

悪質商法の被害などの相談の中
で、自らが消費者として自立した
活動が難しいと思われる場合に
は、家族や介護支援専門員（ケア
マネージャー）などに権利擁護の
ための制度について説明し、行政
の福祉関係窓口の紹介などを行
い、制度の利用を促すことによ
り、消費者被害の未然防止につな
げるよう努めます。

・地域包括支援センターや社会福
祉協議会等を紹介した件数　４１
件

1
市民局
消費生活セ
ンター
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No. 事業の名称 内　容 平成31年度の取組状況 区分
令和2年度以降の予定

(事業の見直し・拡充等)
担当課

67

地域包括支援セン
ターとの連携によ
る高齢者の消費者
被害の発生及び拡
大の防止

市内４１か所に設置されている地
域包括支援センター等と連携を図
りながら、緊急情報や啓発用リー
フレットの配布等による情報の共
有化を進めます。
また、地域包括支援センターにお
ける相談や民生委員等による地域
の見守り活動等の中で、消費者被
害の疑いのある高齢者が発見され
た場合は、消費生活センターとこ
れらの機関が連携し、高齢者の消
費者被害の発生及び拡大の防止の
ための取組を進めます。

・高齢者等の消費者被害につい
て、情報提供（月1回）
・地域包括支援センター等からの
情報提供　2４件

1
市民局
消費生活セ
ンター

68
成年後見制度利用
支援事業

身寄りのない高齢者や障害者が、
判断能力が十分でないため財産の
管理ができない場合などに、本人
の権利を擁護するため、財産管理
などを代わりに行う成年後見制度
の普及に努め、その利用促進を図
ります。

・市長による家庭裁判所への成年
後見人等選任の申立て
　身寄りがなく、判断能力が十分
でない高齢者等の財産管理などを
代わりに行う成年後見人等の選任
の申立てを、市長が家庭裁判所に
行った。
高齢106件、障害3件、精神4件

・成年後見人等への報酬相当額助
成
　資力が十分でなく、成年後見人
等への報酬の支払いが困難な人
に、家庭裁判所が決定した報酬相
当額を助成した。
高齢99件、障害22件、精神21件

1

健康福祉局
高齢福祉課
障害自立支
援課
精神保健福
祉課

69
福祉サービス利用
援助事業「かけは
し」

認知症などにより判断能力の不十
分な高齢者又は障害者が福祉サー
ビスの利用等において不利益を被
ることのないよう、社会福祉協議
会が実施する福祉サービス利用援
助事業の充実を図ります。

・平成３１年度末時点の「かけは
し」契約累計は1,241件、実利用
件数は408件となっている。

1
健康福祉局
地域福祉課

70

高齢者を対象とし
た安全情報提供
ネットワークの運
営

県警から市町に電子メールで送信
される高齢者が狙われやすい犯罪
の情報や対策等を、関係各課、そ
の他社会福祉施設等に転送し、高
齢者が集まる場所へ掲出を依頼
し、高齢者の消費者被害の発生の
防止を図ります。

・電子メール（犯罪情報官速報）
が届き次第、関係各課や当課が所
管する老人福祉施設等へ転送し、
高齢者の目に触れる場所への掲示
や高齢者への伝達を依頼した。

1
健康福祉局
高齢福祉課

8


